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1．はじめに
　面接を重ね、丁寧な対話を心がける中で、当事
者の意思をワーカーの思惑の方へ誘導してしまっ
てはいないか――そうした素朴な疑問と恐れを本
稿は扱うものである。丁寧な対話を通し、利用者
の意思を確かめつつ決定を行っているが、それで
もなお、ワーカーが自らの予め決めてきた方向へ
利用者を誘導しているのではないだろうか。ソー
シャルワークを含む対人援助を行う者なら、誰で
も一度はこうした不安がよぎるものであろう。
　利用者の自己決定の尊重は、ソーシャルワーク
の倫理原則で掲げられ、社会福祉の教育・実践の
中で繰り返し強調され教えられてきている。更に、
ただ単に本人が自己決定するからといって、不利
益が生じることが予測される場合には、不関与を

決め込んで見過ごすことは出来ない。自己決定と
は独立した個人が容易く行うものではなく、他者
からの様々な支援を受けた上での自己決定という
ものが存在していると、対人援助では考えられて
いる。ソーシャルワークとは、まさにその自己決
定を支援するプロセスと言えるだろう。
　しかし、関係性の中で、ワーカーの価値判断が
伝わり、利用者の意思と一体化して、それが本人
の意思決定なのか、支援者の誘導なのか、判別し
がたくなることが起きうる。例えば、利用者の希
望が現実的には（程度の差はあれ）困難だとワー
カーが判断した場合、現実到達可能な着地点を探
ることがある。特に子ども、知的障害・精神障害
者、認知症など、判断能力が不十分とされる人を
支援する場合には、丁寧な説明を行い、現実的に
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可能なステップを踏むことや、目標の変更を勧め
ること、それに同意を得ることなどは、ソーシャ
ルワーク過程で頻繁に起こりうる。それがさらに、
結婚・生殖を含むような人生の一大イベントの選
択や、生命に深く関わる選択の場合には、危険防
止のためなのか、支援者の価値観なのかが判然と
しないまま、利用者の意思決定を緩やかに変える
ような関わりが起こりうる。
　このような意思決定を緩やかに変えるような関
わり方も、支援者と利用者の双方が納得した上で、
利用者が「本心から」「納得して」選択を行う場
合は、自己決定を支援する過程として承認される
「自己決定の支援」「意思決定の共有」「支援つき
意思決定」などと述べることも可能である。しか
し、これを支援者が利用者を「誘導」している、
という観点からも批判的考察が可能であろう。
　この自己決定の誘導を、絡め取るような優しさ
で人を操作しコントロールする「マターナリズム」
という、パターナリズムの一形態として指摘する
こともできる。別稿で筆者はパターナリズムの概
念とその正当化論を論じたが、「自律を尊重する
パターナリズム」という正当化論の中に、自律の
操作・誘導という問題があることを明らかにした
（石川 2007）。更に近年、新たなパターナリズム
論が台頭している。「リバタリアン・パターナリ
ズム」と称される新たなパターナリズム論は、人々
を緩やかに一定の方向へ誘導していくことの正当
化可能性を論じているものである。
　そこで本稿では、誘導の問題を論じるにあたり、
その手がかりとしてリバタリアン・パターナリズ
ム論を題材に、誘導の概念、マターナリズムとの
関連、そしてリバタリアン・パターナリズム論の
ソーシャルワーク論への援用可能性を考察した
い。

2．概念と用語の定義・議論の射程
（1）誘導とは何か
　まず本稿で扱う主要な概念である「誘導」とは
何かを簡単にまとめたい。誘導と近接する概念と
して、「操作」・「説得」・「強制」などが挙げられ
る。
　尾崎（2002）は、援助者が「あなたが決めるこ
と」と伝えながら、同時に期待をほのめかして「操
作」したり自己決定を強要したりすることを指摘
している。また畠山（1989）は、援助における操
作を論じているが、その中で単純な情報操作（遮
断・排除）以外に、第一線職員（援助者）がクラ
イエントに提供する情報の操作を通じて「クライ
エントの自己規定が変容すること」を「誘導」と
いう語で表している（409-10）。
　「説得」と「操作」については、バイオエシッ
クスの権威であるフェイドンとビーチャム（1986 

=1994）は、インフォームド・コンセントの研究
の中でこれらを論じている。彼らによれば、説得
とは、説得するものの信念、態度、価値、意図、
行為を、ある人に自分の意見として受け入れるよ
う導くこと（283）、とある。彼らは援助者が善意
を持ち、患者に必要と考える選択肢を弁護するの
は必要なことであり、それを行わないことは返っ
て道徳に反すると考えている。また彼らは「操作」
とは、ある人が強制によらず自分の利用できる選
択肢を変更するか、説得によらず選択肢の認識を
変えること（290）、と述べている。操作は「選択
肢の操作」、「情報の操作」、「精神過程に変化をも
たらす心理的操作」の 3つに分けられている。た
だし、フェイドンらは善意による説得を肯定的に
捉えているが、本稿では善意による支配も問題と
して捉えているため、彼らの見解とは異なる視点
を持っている。
　また広辞苑では「誘導」とは「目的に向かって
いざない導くこと」とある。つまり、ある一定の
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ゴールが予め設定されており、導く者と導かれる
者、誘導者と被誘導者が存在していることになる。
　こうした指摘を踏まえ、本稿で「誘導」という
概念を取り上げるのは、操作より被支配感が少な
く、むしろ被干渉者が「自発的に自己決定してい
る」と感じさせる干渉の形態があり、「自己決定
がある目的に向かって他者に操作されること」を
焦点化するために「誘導」という用語を使って論
じたい。「誘導」は、「強制」や「操作」より被干
渉者に被支配感を抱かせず、反発が明確でない形
で、意思を被干渉者本人の内部で変質させている
ものだと言える。本稿での「誘導」とは、「他者
の選好形成に働きかけて意思決定を変化させるこ
と」と暫定的に定義する。それは、強制や説得よ
りは緩やかな形態をとり、対話の中で受け手に支
配感や威圧感、抑圧を抱かせにくいものである。
援助者がある一定の目的やゴールを持ち、クライ
エントに対して支配感を抱かせず、援助者の持つ
目的やゴールとクライエントのそれを一致させる
方法を言う。誘導それ自体の手法・論理構造、倫
理的側面については後述する。

（2）「対話」信仰の問題性
　近年、ソーシャルワークを含む対人援助では、
個人の自己決定能力を「ある（決定できる）」か「な
い（決定できない）」かの二元論で捉えるではなく、
多元的にグラデーションとして見極め、コミュニ
ケーションの中で成立する「支援つき意思決定」
という考え方が多く論じられている 1)。
　しかし議論の対象である誘導を問題化するにあ
たって、そもそも誘導の生成する「対話」や「コ
ミュニケーション」自体の問題性を指摘しておき
たい。数土は「誠実かつ真摯に討議しさえすれば
必ず他者と理解しあえるという思考は他者の他者
性を無視した思考であり、さらに言えばそれは単
なる理性信仰にしかすぎない」（2001, 21）と指摘

する。対話は重要な手段ではあるが、その手法を
過大評価し、援助者の持つ権力性や、クライエン
トとのパワーインバランスに無自覚になることの
問題性を指摘できる。
　ソーシャルワークにおけるポストモダン・アプ
ローチ（ナラティブ・モデルやエンパワメント・
アプローチを含む）では、援助者とクライエント
（支援者と利用者）は「対話」を通して合意形成
をしていくことの重要性が説かれている。特にナ
ラティブ・モデルでは、クライエントの語るストー
リーに焦点を当て、当事者目線での援助を開発す
ることに貢献してきた。しかし、援助の目標やゴー
ルが双方に共有されれば問題ないが、それに齟齬
が起きるときに、いずれの目標や価値を選択すべ
きか、という問題が起きる。加茂・大下によれば
「言説やストーリーの生成過程の分析には有効性
を持ちえても、どの言説やストーリーを選択する
べきであるのかという倫理的決定のレベルにおい
ては効力を失する」（2003, 63）との指摘がある。
援助においてはしばしば諸価値が対立する。クラ
イエントにとって良い結果をもたらすオルタナ
ティブ・ストーリーを提示するのではなく、何を
選択しても、ある種の痛みを引き受けなければな
らない時があり、それはある価値の選択が別の価
値を妨げることである。対話を重ねても倫理的に
十全な解決方法は生成できない場合があり、実践
においては常にそうした選択が迫られていると言
える。
　医療者・援助者が一定の権力を持ちパワーイン
バランスがある以上、協働であるとか対等である
という過信は禁物である。また対話自体も説明す
る者の表情や口調で価値観が伝わるものである。
石橋（2005）が指摘するように、情報は無味乾燥
な記述として伝わるわけではなく、障害や疾病が
本来あってはならないもの、矯正し克服すべきも
のとして捉えられているか否かで説明は異なって
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くる（59-60）。 

　対人援助において、対話を放棄することはもち
ろん出来ないであろうし、当事者は対話を通じて
自己決定権を勝ち取ってきたのである。しかし対
話において、援助者が規定する価値の方向へ、ク
ライエントが決定していくよう、判断を変化させ
誘導した場合、それを単純に「自己決定」と言っ
てしまって良いのかという疑念が生じる。専門的
価値判断である以上、専門職にある種の価値観が
内在することは避けられないが、個人的価値観の
濫用や、専門職が利益と規定するものへ自己決定
を誘導する恐れは否定できない。誘導は強制力や
支配が前面に出ていないために、パターナリズム
の否定的側面に気づかれにくい、ある種のマイル
ドさを備えた「マターナリズム」と言うことがで
きるだろう。

（3）本稿の射程
　最後に本稿の議論の射程を述べておきたい。本
稿は、この緩やかな支配と操作を持つ「誘導」が、
どのような正当化論を纏っているのかを論じるも
のである。断っておきたいのは、本稿は誘導の正
当化を目指しているわけではない。また誘導をた
だ悪しきものとして批判することも意図していな
い。これまで意識的に語られることがなかった、
あるいは単に注意喚起に留まっていた「誘導」を、
理論的に考察することによって、社会福祉におい
てそれがどのように働いているのかを明確化する
ための一助として論考するものである。
　議論の中心は社会福祉政策およびソーシャル
ワークであるが、倫理的課題等は対人援助職全般
に共通する課題を扱っていると言えるだろう。
従って、保健・医療といった対人援助学の隣接領
域の知見も援用する。更に、これまで殆どソーシャ
ルワークで隣接点が論じられてこなかった、経済
学からの議論の応用を試みたい。この点を、以下

のリバタリアン・パターナリズム論の援用可能性
から論じる。

3．リバタリアン・パターナリズム論にお
ける誘導の可能性

　以下では、社会福祉学、ソーシャルワーク論上
では知見では扱われてこなかった新たなパターナ
リズム論である、リバタリアン・パターナリズム
論を紹介し、その論の社会福祉学への援用を試み
たい。以下で（1）リバタリアン・パターナリズ
ム論とは何かを 1）論客、2）基本姿勢と人間像、
3） 設計・戦略、4）議論の範囲、の点から紹介し、
次に（2）批判とパターナリズム論としての完成
度を考察する。

（1）リバタリアン・パターナリズム論とは何か
1）論客

　まず「リバタリアン・パターナリズム」とは何
かを紹介したい。アメリカの行動経済学者である
Cass.R.Suntein & Richard.H.Thalerが発表した「リ
バタリアン・パターナリズムは撞着語法ではない」
（2003）2)という論考は、その挑発的なタイトル
からも話題となり、2008年には日本・京都にも
招聘され講演を行っている。彼らがその主張を一
般向けに著した ʻNudgeʼ（2008）（ナッジ）は出版
翌年には「実践行動経済学」というタイトルで邦
訳が出版されており、日本においても経済学・法
学者を中心に注目を集めている 3)。
　ʻNudgeʼ（ナッジ）とは「注意や合図のために
人の横腹を時にひじでやさしく押したり、軽く突
いたりすること」と説明されている。彼らによれ
ば、これは控えめな警告や注意喚起であり、選択
を禁じたり命令したりすることではない（邦訳、
扉および 17）。またリバタリアン・パターナリズ
ム論を丁寧に紹介している瀬戸山によれば、ナッ
ジは「誘導」という訳をあてられることがあるが、
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「誘導」は介入者側の都合が良いように行うもの
で、隠された意図やバイアスが付与されるため、
サンスティンらの主張のニュアンスが正確に伝わ
らないことが懸念されるので、「ナッジ」とその
ままカタカナ表記にすることを推奨している（瀬
戸山 2010, 815）。
　しかし、本稿では瀬戸山の紹介や主張とは異な
り、ʻNudgeʼ（ナッジ）には、介入者側の意図が
巧妙に隠される仕掛けがあり、被介入者がその意
図に沿って自己決定せざるを得ない構造があるこ
とに注目して考察するものである。従って本稿で
は「ʻNudgeʼ（ナッジ）＝誘導」と捉えている。

2）基本姿勢と人間像

　彼らの議論の前提となる人間像は、これまで経
済学が暗黙の了解としてきた「合理的人間像」「ホ
モ・エコノミクス（エコノ）」とは正反対である。
つまり、時に非合理的であり、意思が弱く、自己
の利益を見誤ることもある「ヒューマン」を前提
としている。そしてそのヒューマンに対して「自
由放任でもなく、押しつけでもなく」（邦訳「は
じめに」のタイトルより）人々の行動を予測可能
な形で変える「選択アーキテクチャー」の設計を
議論していく。そもそも、彼らは制度設計や法制
度が人々の選択に影響を与えない中立的なもので
あると考えるのは誤解であって、組織や行為者が
他の人々の行動に影響を及ぼすことや選択に影響
を与えることを前提としている（邦訳 24-5）。こ
れは従来の経済学とは異なったより現実的な世界
観と人間像であると言えるだろう。
　また彼らは自分たちを、「自由」を重んじると
いう意味でリバタリアン的側面を持っていると主
張する。そのシンプルな主張は「人は一般に自分
がしたいと思うことをして、望ましくない取り決
めを拒否したいのならオプトアウト（拒絶の選択）
をする自由を与えられるべきである」である（邦

訳 16）。「パターナリズム」という言葉は、自由
を侵害するという一般的な解釈の場合に限定され
ており、それがリバタリアンと両立するのは、自
由を維持しつつ人々の選択に働きかけるという意
味である。

3）設計・戦略

　次に、彼らの戦略的議論を考察したい。これら
は ʻNudgeʼ（ナッジ）の戦略の一部である。
・選択的アーキテクチャー：彼らは、制度設計や
法制度を考える側、政治家や役人などの行為者
を「選択的アーキテクチャー（設計者）」と呼ぶ。
この選択的アーキテクチャーをいかに整えるか
が彼らの知的戦略である。
・デフォルト：これはパソコンや携帯電話で用い
られている初期設定の意味と同様である。デ
フォルト・ルールは民間のシステムでも法体系
でも制度でも必ずあり、我々はそれを選択しな
がら生活しているが、どのみちどれかのルール
を選択しなければならないのであれば、「ヒュー
マン」に対してはおびただしい選択肢を提示す
るのではなく、その厚生や福祉に叶ったものを
デフォルトとして提示すべきであるという思考
である。
・フレーミング効果：これは同じ情報に対して、
表現が変わると人は違った反応を見せるという
ものである。例えば、ある手術によって「100

人中 10人が 5年後に死亡している」というのと、
「100人中 90人が 5年後    生存している」とい
うのでは、患者が受ける印象は全く異なる（邦
訳 64より）。選択に対して効果的な提示方法が
あることを論じている。
・現状維持バイアス：これは人は全般的に現状に
固執し続ける傾向があるというものである。例
えば、退職金の貯蓄プランや生命保険のプラン
をなかなか変更しないことである。前述のデフォ
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ルトと合わせると、パソコンのスクリーンセー
バーや携帯の着信音など、我々の日常生活はデ
フォルトからなかなか変更しない傾向がある。
・「オプト・アウト」の自由：彼らの主張が自由
を最大限尊重するリバタリアンであり、かつパ
ターナリズムを許容できるとするのは、この「オ
プト・アウトの自由」、つまりデフォルト・ルー
ルから簡易な方法で退出できる自由が保障され
ている点にある。初期設定は用意されているが、
それが気に入らないときは最小限のコストで自
由に退出することが保証されていれば、選択肢
が制限されているわけでも押しつけられている
わけでもない。「ヒューマン」である我々は、様々
な情報を入手し、自らの価値観に基づいて選好
を吟味し、合理的な選択をし、自信をもってそ
の行為をする・・・（これは「オプト・イン」
である）という難題に向き合うより、予め多く
の人が望ましいと思うようなデフォルトが設定
されており、納得のいかない人だけがそこから
別の選択肢を選ぶことが簡易にできる（オプ
ト・アウト）方が、人々の福祉に叶っていると
考えられている。これはパソコン操作上で「推
奨」か「カスタム」を選ぶことと類似している。

4）議論の範囲

　さて、どのような場合に ʻNudgeʼ（ナッジ）が
必要であるのか。彼らは「役に立つ可能性が最も
高く、害を加える可能性が最も低いナッジを与え
る」ことをリバタリアン・パターナリズムの黄金
則と呼ぶ（邦訳 121）。そして「良いナッジが求
められているのは、選択の結果が遅れて現れる場
合、選択するのが難しく、まれにしか起こらず、
フィードバックが乏しい場合、選択と経験の関係
が不明瞭な場合ではないかと思われる」としてい
る（邦訳 129）。
　そして彼らの戦略対象は「貯蓄、臓器提供、結

婚、医療などの様々な領域」（邦訳 26）をも射程
としている。この対象については後述する。
　これ以外にも、多くの知的戦略が提示されてい
るが、詳細は本文とその紹介を参照されたい 4)。

（2）批判とパターナリズム論としての完成度
　彼らの論を巡っては、まずパターナリズムの定
義やリバタリアニズムの解釈を巡っての異論があ
る 5)。彼らのそもそものパターナリズム論の設定
は、「一般に

4 4 4

パターナリズムとは人々の自由を規
制し強制が伴うものであると誤解されている」と
の前提に立っている。確かに、一般的に

4 4 4 4

パターナ
リズムは自由や自己決定と対峙し、強制的に何か
を強いられることと捉えられる傾向にある。しか
しパターナリズム研究そのもので、非強制的なパ
ターナリズムについて議論されてこなかったかと
言えばそうではない。別稿で筆者はパターナリズ
ムの分類や批判点を論じたが、近年は、自律を侵
害せず、むしろそれを伸張し、自律・自己決定を
獲得するようなパターナリズムは正当化されう
る、という「自律を尊重するパターナリズム」と
いう論があることを示した（石川 2007）。従って、
サンスティンらの言うパターナリズムとは、一般
的に流布する解釈か、比較的素朴な、初期のパター
ナリズム論を前提としていると言えるだろう。
　しかしまさしく彼らの言うリバタリアン・パターナ
リズムが、人々の自由や自律と対峙しない、自己
決定を包含したパターナリズム論であると言える。
とすると、筆者が既に指摘した「自律を尊重する
パターナリズム」正当化論への懐疑がここでも当
てはまることになる。すなわち、「どのような自
律概念に基づくのかで、干渉者側の価値判断に誘
導される可能性があること」、「特定の自律を望ま
しいとすることで被干渉者の価値観の変更を迫る
おそれがあること」という問題が指摘できる 6)。
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4．リバタリアン・パターナリズム論の課題
　以上のサンスティンらのリバタリアン・パター
ナリズム論の概略から、その論の課題と社会福祉
学、とりわけソーシャルワーク論に援用して考え
られる課題を述べたい。

（1）リバタリアン・パターナリズム論の問題
　まずリバタリアン・パターナリズム論から与え
られる、社会福祉政策論およびソーシャルワーク
論に共通する課題を論じたい。
　リバタリアン・パターナリズム論は本来は福祉
国家論・政策論であり、本稿で意図するようなソー
シャルワークや対人援助の議論とは議論の射程も
視点も異なっている。しかし臓器移植法制の適用
拡大という現代的な論争を呼ぶテーマも扱ってお
り、日本でも同様の問題が議論される昨今、制度・
政策立案とパターナリズムの問題を理論的に考察
するためには注目に値する議論だといえるだろ
う。また、「政策立案者」をそのまま「援助者・
支援者・ソーシャルワーカー」に置き換えること
によって、援助者の態度や選択肢の提示が利用者
に影響を与えるという、ソーシャルワーク論に援
用して考えることも可能になると思われる。彼ら
の現実的なスタンス、政策立案者のルール設計が、
選択者の行為に影響を与えるという点や、人々の
福祉や厚生に寄与するためにデフォルトを設計
し、離脱の自由を設けて専制支配への一定の保障
をすることは、パターナリズム批判を回避するこ
とに部分的に成功していると言える。そして何よ
り、ʻNudgeʼ（ナッジ）は現状の制度や援助を考
察する上で、それらほとんどがナッジであると説
明することが可能であろうし、政策決定において
そうした枠組みの設定は重要なものであろう。
ナッジは是か非かではなく、現実に存在している
のである。
　しかし、リバタリアン・パターナリズム論にも

いくつかの問題点があると考えられる。それは、
1） 「価値」の問題の不在、2）時間経過と慣れの問
題、3）退出の自由度と選択肢の不在、である。以
下、この 3点について指摘したい。

1）「価値」の問題の不在

　これは政策立案者や援助者の考える厚生の構
想、福祉、利益が、どのような価値観に基づいて
いるのか、何を良いと判断しているのか、価値の
問題についてほとんど考察されていない点である。
サンスティンらは「ヒューマン」の合理性は限定
的であるため、政策立案者がより合理的で人々の
厚生に叶ったデフォルトを設計することを推奨し
ている。しかし、政策立案者や干渉者側の持つ合
理性も、万能ではなく限定的であるため、「よい」
設計ができるとは限らない。何を「よい」とする
のか、価値の問題にも踏み込まなければならない。
　これをソーシャルワークや社会福祉政策の問題
に置き換えた場合の例を挙げると、前述したよう
に障害をあってはならないものと捉えて対話する
ことや、過度に健常であることや健康であること
を目指す対話、及びそうした制度設計をすること
が、ある一定の人々を貶めることになり、価値の
序列化を生み出すことにも繋がる。

2）時間経過と慣れの問題

　政策立案者や干渉者側の構想が、実際に人々の
厚生に寄与するかは現実的には疑わしく、実際に
法制化されても異論が続く場合がある。しかし、
時間の経過によって反対意見が減っていく場合も
ある。それは「デフォルト・ルールによる福利が
認められ受け入れられた結果」なのか、「政治に
失望した結果」なのか、あるいは「考えることを
止めた結果」なのか、判然としがたい。
　一例を挙げると、自立支援法に関しては、デフォ
ルトの設計自体に反発が続き、法改正に至った。
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あるいは、裁判員制度は制度に対する反発が根強
いものの、既に多数の判例が生まれており市民に
定着しつつある。これらは、政策によってデフォ
ルトが設計されることが、人々の厚生に果たして
寄与しているのか、福利が認められているのか、
時間経過とともに計り知れないものとなっている。

3）退出の自由度と選択肢の不在

　サンスティンらが彼らの論がリバタリアンに
とっても許容できるパターナリズム論であると主
張するのは、デフォルトからの簡易な退出を保証
する「オプト・アウトの自由」という議論戦略に
依拠している。デフォルトに不満がある場合は、
そこから自由に退出できれば、専制支配を受ける
わけでも選択肢を制限されるわけでもない。
　しかし、社会福祉政策やソーシャルワークにお
いて、そもそも退出の自由が保障されるような設
計であるかどうかが問題となる。利用できる財、
資源が少ない場合、選択肢が制限されており、選
びたくなかったとしても他に選ぶものがない、と
いう状況が頻繁に起こる。また価値の問題とも関
連するが、デフォルトが設定されることは象徴的
機能や権威付けをもたらし、離脱が全くの自由で
あるかどうかは疑わしい。
　一例を挙げると、提示された選択の枠組みに
人々の反発がなかったとしても、それが「施設症」
のように他に施設から出て行く先がなく、かつ処
遇に対して反対意見を表明するパワーを奪われた
結果である場合もあり、枠組みから離脱自由があ
るとは言えない。これは障害者らの運動から批判
された点でもある。
　「現状維持バイアス」を戦略的に使うことを彼
らは認めているが、デフォルトからの退出には選
択肢の制限や心理的制限が存在しており、言説レ
ベルでの抑圧が働くことを、彼らの議論は軽視し
ていると指摘できる。

（2）臓器移植法の検討からみる価値と倫理の
問題

　彼らは ʻNudgeʼ（ナッジ）は現実に多数行われ
ているとし、その議論の対象に臓器移植という生
命倫理に深く切り込む課題すら扱っている。しか
し価値と倫理の側面については殆ど触れていない
ため、ここでその臓器移植を例にその問題を考察
したい。
　ʻNudge（̓ナッジ）では「臓器提供者を増やす方
法」（邦訳第 11章 271-282）が取り上げられている。
アメリカでも臓器に対する需要は供給を大きく上
回っているため、デフォルト･ルールを改良するこ
とによって毎年何千人もの命が救われ、納税者に
新たな負担を課すことがなく目標を実現できる、
と構想されている 7)。つまり、臓器提供の意思表示
のデフォルトは「提供する」という推定同意の政策
を敷き、不同意の意思表示をする機会は簡単に行
うことができる 8）（オプト･アウト方式）政策を敷く
だけで、提供同意率は非常にあがり、臓器提供が
増え患者の命を救うことができるとしている。
　彼らの示すデータからも、直感的にも、臓器提
供のデフォルト・ルール変更によって移植手術は増
えることになるだろう。しかし、社会規範として臓
器移植をすることが正しい、良いことである、と訴えか
けることは、はたして彼らの言うように “誰にも強制
していない”（邦訳 281-2）と言えるのだろうか。
　以下のイラストを参照されたい。これは既に削

某県臓器バンクから削除されていたイラスト
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除されてしまった某県の臓器バンク HPに以前掲
載されていた、臓器提供の意思表示であるドナー
カードの所持を促すイラストである。
　このイラストから訴えかけられるメッセージ
は、筆者の解釈では、臓器提供意思のある者は天
国に行くことができ、臓器提供を拒否するものは
地獄に落ちる、という意味を想起させられる。
　臓器移植という個人の信条に深く根ざす問題に
対して、倫理や価値の問題を素通りして「よい」
という社会規範、ルールを課すことが、こうした
極端な思想と強制力を持つ一例と言えるだろう。
ʻNudgeʼ（ナッジ）が至るところに存在している
とサンスティンらは述べるが、価値の問題を素通
りしている現実について、本質的な問題が隠され
ていると考える。

5．社会福祉への援用
　最後に、リバタリアン・パターナリズム論の議
論戦略から、社会福祉、ソーシャルワーク論へ示
唆とその援用を考察したい。

（1）ソーシャルワークにおける誘導とは
　前述のリバタリアン・パターナリズム論の設計・
戦略を援用すると、ソーシャルワークにおける誘
導とは、「デフォルト・ルール」という「設計」
と「フレーミング効果」という「関わり方」の二
つが主に重要であると考えられる。つまり、社会
福祉政策や制度設計、援助者が何をデフォルトと
するのかは、選択者に大きな影響を与える。デフォ
ルト・ルールにはそれ自体に政府の権威や専門職
への信頼が付与され、それ以上の選択肢がないと
思わせることになる。特に、福祉サービスの利用
は、利用者にとって人生の何らかのクライシスの
場面であり、経験や知識に乏しい場合が多い。サ
ンスティンらによれば、良いナッジが求められる
のは「判断が難しくてまれにしか起こらず、フィー

ドバックがすぐに得られない場合」（邦訳 121）
としているが、まさしく福祉の利用はそうした時
が多いだろう。そこで専門家を頼る以上、制度設
計や援助者の想定している枠組みが「デフォルト
＝正しい／最もよい」ものと思わせるような影響
を与えるといえる。
　また「フレーミング効果」も特に直接の対話を
用いるソーシャルワークの場合に大きく影響す
る。サンスティンらの例示する術後生存率の提示
は、手術を前にした患者に大きな心理的影響を与
えるが、背景に手術を受けるべきだ・受けさせた
いという医療者の価値観や意図が働いている。対
話信仰の問題を前述したが、対話における誘導と
は、このフレーミング効果を用いた関与の仕方で
あるといえる。サンスティンらも「フレーミング
は強力なナッジであり、注意深く選択する必要が
ある」（邦訳 65）と述べているが、提示する側、
干渉者側は、フレーミングを形成する自らの価値
観について自覚しておかなければならない。
　デフォルト・ルールの設計とフレーミング効果
について、政策決定者や直接援助者は、「4．リバ
タリアン・パターナリズム論の問題」で指摘した
ように、価値の問題、時間経過と慣れの問題、退
出の自由度と選択肢の不在、について検討する必
要があるだろう。

（2）自律尊重のパターナリズム、マターナリ
ズムと自己決定の誘導

　別稿で筆者は、パターナリズムの一形態として
マターナリズムという形態があり、パターナリズ
ムへの批判の一部はマターナリズムへの反発があ
ることを述べた。マターナリズムとは、明確な抑
圧ではなく、母親的な包容で、優しさや共感的態
度に絡みとられるように、緩やかに一定の方向へ
誘導するような支配である。どうしたいかはあく
まで本人の自己決定という形態をとるが、選択肢
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の提示や干渉者の意図が伝搬し、ある種の強制力
を持つ。 

　また、通常批判されるパターナリズムにも正当
化論があることを論じたが、パターナリズムの正
当化には、福祉に最も親和性があり有力視される
「自律を尊重するパターナリズム」という基準が
ある。しかしこの正当化論は、他者が誘導・操作
的関わった場合でも、本人が決定すれば「自律を
尊重する」と見なすことも可能であるという難点
がある。誘導された場合の自己決定でも、ソーシャ
ルワークにおける自己決定尊重原則と一見は調和
してしまうことになる。
　自律を尊重するパターナリズム論と、マターナ
リズム、およびリバタリアン・パターナリズム論
に共通して言えることは、表面上は自己決定の形
態をとるが、本人の選好形成に対して誘導が起き
ることは避けられないという点、むしろ、その誘
導を前提とした援助や対話、決定を肯定的に捉え
る思考が隠されているといえる。
　リバタリアン・パターナリズム論、ʻNudgeʼ（ナッ
ジ）の議論からわかることは、干渉者側の価値観
に基づいた設計や関わり方は、問題があったとし
ても、選好形成の段階で関与するために、被干渉
者にとって自覚的に支配や強制であるといった意
識を持たせにくいため、干渉者側により自覚的な
関与が求められる。

6．おわりに
　以上のように、誘導とは、被干渉者にとって自
覚しにくいものであり、政策立案者や援助者側が
その背景にある価値観を自覚して関与することが
第一となる。価値は、人間が作る以上、時代や国
家・宗教・社会情勢等によって異なるため、それ
を排除して何かを構築することは不可能である。
ある種の価値に則ったルール作りや関わり方は、
避けられないし、必要でもある。ただし、それが

恣意的と言われるような、あるいは被干渉者を貶
めるような関与の仕方は防ぐことが必要である。
リバタリアン・パターナリズム論から学べること
は多数あるが、誘導を正当化するための方策では
なく、恣意的な誘導に陥らない方法論の模索や、
被干渉者の自由を保障するための手がかりを、
我々は得ることができるのではないだろうか。特
に、社会福祉の現場では「オプト・アウト」＝退
出の自由が保障されているとは言い難い。選択肢
の不備ばかりか、むしろ不満を訴えてもその声に
耳を傾けない、押しつぶす、という状態がある。
デフォルト・ルールからの退出の自由をいかに保
証するかは、政策設計においても直接の対人援助
でも重要な視点であろう。 

　最後に、本稿では、誘導の概念と構造に焦点を
当てて論じるのが目的であったため、それを防ぐ
方法論については論じていない。これはまた別の
機会に論じたい。
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目が高まっていると言えるだろう。例えば友野典

男（2006）『行動経済学―経済は感情で動いている』
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光文社新書、依田高典（2010）『行動経済学』中

公新書、ダン・アリエリー（=2008）熊谷淳子訳『予

想どおりに不合理―行動経済学が明かす「あなた

がそれを選ぶわけ」』など

  4） ʻNudgeʼ（ナッジ）を検討している日本語文献に

ついては、瀬戸山（2010）、福原（2010）、井上（2009）

などがある。

  5） 森村（2008）および瀬戸山（2010）参照。

  6） パターナリズムの正当化基準については石川

（2007）で 5つの正当化基準があることを示した。

そのうち「自律を尊重するパターナリズム」の正

当化基準が、社会福祉にとって最も親和性がある

こと、しかし自律概念そのものと価値観の誘導が

ある場合の問題を指摘している。

  7） 本書によればアメリカのほとんどの州が、臓器提

供者になるためには意思を表示する手続きを取ら

ねばならない「明示的同意ルール」が採用されて

いる。これはオプト ･イン方式である。推定同意

方式はこれと逆に、拒否する意思表示手続きを取

らなければ臓器提供意思とみなされるオプト・ア

ウト方式である。

  8） ここでは非常に少ないコスト、拒絶の回答がワン

クリックで済むような簡便な方法が提言されている。
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